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【７】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「戦争と特許」   日本弁理士会中国会    弁理士 中務 茂樹 
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【８】～保護対象の拡充はリスクの増加でもある～ 

   今回のピックアップ動画は「画像意匠に関する落とし穴」 
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２．内 容 
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【１】令和 4 年度「ジェトロ中小企業等外国出願支援事業」の募集について 

  （JETRO） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

ジェトロでは、中小企業等の戦略的な海外展開を支援するため、中小企業等が海 

外で国内出願（特許、実用新案、意匠、商標）と同じ内容を出願する場合に、こ 

れにかかる費用の半額を助成します。 

 

【応募受付期間】 

○第 1 回 5/9（月）～ 5/31（火）17:00 

○第 2 回 7/1（金）～ 7/29（金）17:00 

※ジェトロ知的財産課 外国出願デスク 必着（郵送/持ち込み） 

 

本年度は 2 回募集を行います。補助上限額の範囲内で、両方の回に応募すること 

は可能です。 

 

【お問い合わせ先】 



ジェトロ イノベーション・知的財産部 知的財産課 外国出願デスク 

Tel：03-3582-5642 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】「クラウドファンディングと意匠権～クラウドファンディング活用企業に 

     よる意匠登録事例集～」の掲載について（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許庁は、クラウドファンディング活用企業による意匠登録事例集を掲載しまし 

た。是非ご活用ください。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/info/document/crowdfunding-jirei-20220422.pdf 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】「令和 3 年度特許出願技術動向調査の調査結果」の掲載について（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許庁では、新市場の創出が期待される分野、国の政策として推進すべき技術分 

野を中心に、今後の進展が予想される技術テーマを選定し、特許出願技術動向調 

査を実施しています。 

令和 3 年度調査内容の概要を掲載しましたので、今後の経営戦略や研究開発戦略 

を検討する際のご参考としてください。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/index.html 

■…━…━…━…━…━…━…━イベント情報━…━…━…━…━…━…━…■  

イベント情報については、以下の中国地域知的財産戦略本部 HP のイベントカレン 

ダーを随時更新しておりますので、こちらもご活用ください。 

  

▽中国地域知的財産戦略本部 HP イベントカレンダー▽ 

https://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/event/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】「知的財産管理技能検定３級対策講座」開催のお知らせ（中国経済産業局） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

中国経済産業局では、昨年度好評の「知的財産管理技能検定３級対策講座」を 

今年度も開催いたします。 

本講座は、国家資格「知的財産管理技能検定」の３級試験の合格を目指す対策講 

座です。検定の過去問題に触れながら、わかりやすく解説すると共に、合格に向 

けた勉強法も紹介いたします。 

知的財産に関する知識、スキルを身に付けたい方にお薦めです。 

 

開催日時 ：6/1（水）、6/8（水）、6/15（水） 



      各回とも 13:30～16:30 

開催形式 ：オンライン開催（Microsoft Teams） 

対 象  ：知的財産管理技能検定３級の受験を検討している中小企業の経営者 

      及び就業者、学生の方 

講 師  ：たかおＩＰワークス代表  竹本 和広（たけもと かずひろ）氏 

定 員  ：80 名程度 

参加費  ：無料 

申込締切り：5/27（金） 

お問合せ先：事務局 株式会社成研（担当：奥村） 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.chugoku.meti.go.jp/event/chizai/220509.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【５】知的財産ミニ勉強会 

  「【知財入門】知的財産の基礎知識」開催のお知らせ（広島県発明協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

貴方が使っているお店や商品の名前、商品のかたち、アイデア･･･大丈夫ですか？  

自分の知的財産を守るため、そして、他人の知的財産を侵害しないための正しい 

知識を身につけましょう。 

具体的な事例を交えて、分かりやすく知的財産についてお話しします。 

 

開催日時：6/8（水）13:30～14:30 

開催方法：オンライン（Zoom ウェビナーによるライブ配信） 

参加費 ：無料 

講 師 ：ＩＮＰＩＴ広島県知財総合支援窓口（一般社団法人広島県発明協会） 

      知財活用アドバイザー 畑 和弘（はた かずひろ）氏 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.hiroshima-hatsumei.jp/news/kiji16871.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【６】「初めて知的財産に関わる皆様へ！初心者向け制度説明会（ウェビナー）」 

   開催のお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配属された 

方などの初心者を対象に、特許庁の産業財産権専門官が知的財産権制度の概要及 

び各種支援策等をわかりやすく説明いたします。 

 

開催日時 ：5/20（金）18:00～19:00 

参加対象者：これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新し 

      く配属された方など、知財初心者の方はどなたでも歓迎です。 

申込期限 ：5/18（水）18:00 まで 

配信方法 ：MicrosoftTeams を用いたオンライン配信 



 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.inpit.go.jp/setsumeikai/20220520.html 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

【７】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

企業や個人の皆様が「知的財産」に対する興味・関心を持つとともに、知識を深 

めるきっかけにしていただくことを目的に、「知的財産」に関するコラムの連載を 

しています。最前線でご活躍される弁理士の方々によるホットな情報をお届けし 

ていますので、お楽しみください。 

（日本弁理士会 中国会にご協力いただき、月 2 回程度配信予定です。） 

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□ 「戦争と特許」                         ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃ 

┃ 日本弁理士会中国会     弁理士 中務 茂樹          ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

  ロシアがウクライナに侵攻して 2 カ月半になり、欧米の国々や日本が経済制裁を 

強める中で、ロシアも対抗措置をとっています。その中に特許権の取扱いについ 

ての措置が含まれていて、特許の世界にも戦争が影を落としています。 

 JETRO の発表によれば、3 月 7 日にロシア政府は、日本を含む非友好国の者が保有 

する特許権について、国家安全保障等のために特許権者の同意なく特許権を実施す 

ることをロシア政府が許可した場合に、実施者が支払う対価をゼロにすることにし 

ました。非友好国の特許はタダで使える場合があるという、少々乱暴な話です。 

友好国であるかどうかによって特許権の扱いを変えるのは、知財に関する国際条約 

であるパリ条約に違反するのではないかとも思うのですが、大きな争いの中では 

何でもありなのでしょう。 

 昔話になりますが、以前私が勤務していた会社が 60 年前に英国の会社に訴えら 

れたことがありました。その発明が英国出願されたのは 80 年以上前でしたから、 

通常であれば権利満了している時期だったのですが、第二次大戦中に日本に手続き 

ができなかった期間を延長する戦後措置令によって、権利期間が 7 年半も延ばされ、 

訴えられたのでした。 

 今も昔も戦争は経済に影響を与えるものであり、特許も例外ではありません。 

折しも今国会では、いわゆる経済安全保障法案が審議されていて、同法が成立する 

可能性が高い状況です。同法が成立すれば、安全保障上機微な発明の特許出願は公 

開が制限されることになりますので、出願された発明を全て公開するという原則が 

ついに変更されそうです。実のところ、主要国では既にそのような発明は公開され 

ていませんので、日本が普通の国になるということですが、ウクライナ侵攻によって 

タイムリーな法案となってしまいました。 

 特許屋の私としては、有用な発明をした者が、全ての国で公平に経済的利益を 

受けられるような世界であってほしいと願うばかりです。 



 

■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【８】～保護対象の拡充はリスクの増加でもある～      

    今回のピックアップ動画は「画像意匠に関する落とし穴」 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

知財を楽しく学べる Web サイト「もうけの花道」から、おススメの動画情報を 

お届けするコーナー「もうけの花道をいく」！ 

 

今回は、令和元年意匠法改正により、新たな保護対象として加わった「画像意匠」 

に関する落とし穴をご紹介します。 

「画像」そのものも保護対象となったことで、物品に記録・表示されていない 

画像デザインも保護され、より有効に活用できる制度となった意匠権。 

その一方で増加する意匠権侵害のリスクを回避するには？ 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/119/index.html 

 

特許庁 HP で紹介されている意匠登録事例も是非ご参考に！ 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/kaisei_hogo.html 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 
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 サービスの配信の希望、中止及び配信先の変更等はこちらへお願いします。 
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 経済産業省 中国経済産業局 地域経済部 産業技術連携課 知的財産室 

 住 所：〒７３０－８５３１ 広島市中区上八丁堀６番３０号 

 TEL：（０８２）２２４－５６８０  

 E-mail: cgk-tokkyo アットマーク meti.go.jp 

         (お願い)上記「アットマーク」を「@」に変更してください。 
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